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今週のキーワード 
新 し い 製品 や サ ービス な ど を展 示 し たり、 デ モ ンス ト レ ーショ ン し た

り す る 展示 会 。 原則と し て 出展 企 業 や主 催 者 の 招待 が あ った場 合 や 、

チ ケ ッ トを 持 っ ていな け れ ば入 場 で きない 。 大 規模 見 本 市の例 と し て

は 、 毎 年約 3 0万 人を集 め る 世界 最 大 の書籍 見 本 市、 フ ラ ンクフ ル ト ・

ブックフェアや約 8 0万人を集める東京モーターショーなどがある。  

見本市  

 

消費税の課税期間の短縮の特例 
課税期間に応じた還付も可能に 

 

消費税の申告・納付は、前課税期間の消費税の年

税額（地方消費税を含まない）が48万円を超えると

中間申告が必要になる。年税額が48万円超400万円

以下は年１回、400万円超4800万円以下は年３回、

4800万円超は年11回の中間申告・納付だ。中間申告

は、消費税が預かり金的な性格があることから、い

わゆる運用益問題の解消に資すると思われるが、申

告が増えれば納税者の事務負担も増える。 

それ以上に大変なのは納税資金の手当てである。

納付税額は、例えば、年11回の中間申告であれば「前

年分の確定消費税額の12分の１の消費税額とその

63分の17の地方消費税額」を中間納付する。そこで、

前課税期間の納付実績どおりに預かる消費税があ

れば問題はないが、実際のところ、業績が思わしく

ないなどで、当期の消費税が大幅に減少しているこ

とも珍しくはないだろう。 

その場合、その差額の納付税額を手当てしなけれ

ばいけないことになる。 

そこで、活用できるのが「課税期間短縮の特例」

だ。消費税の課税期間は、個人事業者については１

月１日から12月31日までの１年間であり、法人につ

いては事業年度とされているが、課税期間の特例を

選択することにより、課税期間を３ヵ月又は１ヵ月

ごとの期間に短縮することができるのだ。 

この課税期間の短縮の特例を利用すれば、年１回

とされていた還付制度を、課税期間（確定申告回数）

に応じて年に数回受けることも可能になる。 

スウォッチグループなど有数ブランドが離脱 
見本市への出展は現在のビジネスに合わない？ 

 

オメガやブレゲなどを擁する世界最大手の腕時

計ブランド、スウォッチグループのCEOがスイス紙

のインタビューに応じ、2019年から「バーゼルワー

ルド」への出展を取りやめると話した。「バーゼル

ワールド」は、世界最大級の時計・宝飾品見本市。

各国の時計メーカーが新作を発表する場として認

知されている。出展中止の理由について、同グルー

プCEOは「現在の形態の時計見本市には、あまり意

味を見いだせなくなった」と説明している。 

バーゼルワールドは、数ある見本市の中でも出展

費用が高額。小さなブースでも100万円程度、メイ

ン会場で大きめのスペースを確保すれば億単位の

費用がかかる。スウォッチグループは50億円以上を

負担しているとされ、費用対効果が低いと判断した

のだろう。離脱企業は年々増えており、出展企業数

も1年で半減と急激な落ち込みを見せていた。 

また、他の見本市がパワーを付けてきている状況

も見逃せない。ドバイウォッチウィークやSIHHな

どはバーゼルワールドに比べて出展費用もリーズ

ナブル。そちらへの出展にシフトしている企業も増

えている。つまり、見本市自体ではなく、殿様商売

を続けてきたバーゼルワールドだけが見切りをつ

けられた、というのが実相のようだ。 

デジタル時代全盛を迎えても、1つの場所で多く

のブランドの担当者と直に交渉できる見本市の良

さは未だ重宝されているといっていいのではない

か。 

税務会計 経 営 

発 展 を 目 指 す 企 業 家 の た め の 経 営 指 南 役 
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